
１．行事の経過

（1）　愛護委員会・愛護協会関係

月 日 曜 行事 場所

５ １１ 火 山手中学校区３班合同パトロール 山手中学校区

２０ 木 芦屋市青少年育成愛護協会　総会並びに研修会 青少年センター

研修会：「食育を考える」～学校給食の現場から～

講　師：浜風小学校栄養教諭　奥　瑞恵先生

６ 　２ 水 芦屋市青少年育成愛護委員会　総会及び委嘱式 市民センター

７ 　２ 金 阪神地区青少年補導委員連絡協議会総会及び研修会 伊丹市：市立産業・情報センター

研修会：「学校と青少年育成について」

講　師：伊丹市立稲野幼稚園園長　石原　隆典氏

１６ 金 「社会を明るくする運動」市民の集い 市民センター

８ 　９ 月 三市合同パトロール 西宮市：鳴尾東中学校

２７ 金 「子どもと語る会」中学生の部 青少年センター

９ 　１ 水 「子どもと語る会」小学生の部 朝日ケ丘小学校・精道小学校・
浜風小学校

９ １７ 金 第１回　愛護委員研修会「声かけの実際」 青少年センター

講　師：芦屋警察署生活安全課職員

　　　　西宮少年サポートセンター職員

１０ 　１ 金 「阪神7市1町合同補導委員研修会」 猪名川町立文化体育館

２０ 水 市内合同パトロール 市内

１１ １１ 木 防犯ネットワークづくり交流会 上宮川文化センター

１２ 金 社会を明るくする運動関連事業：ケース検討会 市民センター

１７ 水 第43回　兵庫県青少年補導委員大会・研修会「川西大会」 川西市みつなかホール

２５ 木 愛護大会（予定） 市内及び青少年センター

（2）　愛護委員役員会・愛護協会役員会

月 日 曜日 行事 場所

４ ２０ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 青少年センター

２２ 木 芦屋市青少年育成愛護協会　　理事会 青少年センター

５ １８ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 青少年センター

２０ 木 芦屋市青少年育成愛護協会　　理事会 青少年センター

６ １５ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 青少年センター

１７ 木 芦屋市青少年育成愛護協会　　理事会 青少年センター

７ ２０ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 市役所北館２階第３会議室

２２ 木 芦屋市青少年育成愛護協会　　理事会 青少年センター

８ １７ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 青少年センター

２４ 火 芦屋市青少年育成愛護協会　　理事会 青少年センター

９ １６ 木 芦屋市青少年育成愛護協会　　理事会 青少年センター

２１ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 市役所北館２階第３会議室

１０ １９ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 青少年センター

１１ １６ 火 芦屋市青少年育成愛護委員会　役員会 青少年センター
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（3）　芦屋市立愛護センター運営連絡会

月 日 曜 行事 場所

５ １３ 木 第１回　愛護センター運営連絡会 青少年センター

１１ １８ 木 第２回　愛護センター運営連絡会 教育委員会室

（4）　芦屋市中学校区青少年健全育成推進会議

月 日 曜 行事 場所

４ ２８ 水 芦屋市中学校区青少年健全育成推進会議　代表者会 潮見中学校

６ １１ 金 精道中学校区青少年健全育成推進会議　役員会 精道中学校

７ １３ 火 山手中学校区青少年健全育成推進会議　役員会 山手中学校

９ １６ 木 精道中学校区青少年健全育成推進会議（打小事業） 打出浜小学校

９ ２５ 土 山手中学校区青少年健全育成推進会議　事業 山手小学校（山中吹奏楽部が演奏）

１０ １６ 土 山手中学校区青少年健全育成推進会議　事業 岩園小学校（山中吹奏楽部が演奏）

１２ 　１ 水 精道中学校区青少年健全育成推進会議（精中事業）（予定） 精道中学校

（5）　市関係会議

月 日 曜 行事 場所

　　毎月定例 生徒指導連絡協議会（学校教育課所管） 市役所　分庁舎

６ ２９ 火 要保護児童対策地域協議会（代表者）（こども課所管） 市役所　分庁舎

９ ２９ 水 要保護児童対策地域協議会（実務者）（こども課所管） 市役所　分庁舎

１１ 　１ 月 教育相談連絡会（打出教育文化センター所管） 打出教育文化センター

（6）　近隣市・阪神・県・近畿・国関係

月 日 曜 行事 場所

５ １４ 金 県青少年補導センター連絡協議会総会 西宮市役所東館

１４ 金 県青少年補導委員連合会総会 西宮市役所東館

２１ 金 阪神南青少年本部会議 尼崎市立労働福祉会館

６ 　２ 水 第４６回阪神地区青少年補導センター連絡会 猪名川町役場水道庁舎

　４ 金 県青少年補導センター連絡協議会所長会 加古川市国際交流センター

　９ 水 教育相談事業「ひょうごっ子悩み相談」阪神地区運営委員会 兵庫県西宮庁舎

１６ 水 阪神地区青少年補導委員連絡協議会　役員会 伊丹市立総合教育センター

７ 　２ 金 阪神地区青少年補導委員連絡協議会総会・研修会 伊丹市立産業・情報センター

８ 　９ 月 三市合同パトロール 西宮市内，鳴尾東中学校

１８ 水 県青少年補導センター連絡協議会所長会 神戸市青少年補導センター

２５ 水 近畿地区青少年補導センター連絡協議会総会・研修会 大阪府立男女共同参画・青少年センター

９ 　２ 木 県青少年補導センター連絡協議会所長会 赤穂市民会館

１０ 　１ 金 阪神地区７市１町合同補導委員研修会 猪名川町立文化体育館

２９ 金 県青少年補導センター連絡協議会所長・会長一日研修会 大阪市立阿武山学園

１１ 11・12 木･金 第２１回全国青少年補導センター連絡協議会定期総会 宮崎県宮崎市（不参加）

１１ １７ 水 第４３回兵庫県補導委員大会・研修会 川西市みつなかホール

２ １６ 水 第４７回阪神地区青少年補導センター連絡会（予定） 伊丹市総合教育センター

２４ 木 阪神地区青少年補導委員連絡協議会　役員会（予定） 伊丹市総合教育センター
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２．愛護活動

(1)　青色回転灯付き装備車による下校時の安全パトロール（山中校区）

　　青少年愛護センター（月・水・金）　　火・木曜日は教育委員会事務局で対応

　　現在，毎日３台の青色回転灯付き装備車が市内を巡回している。

(2)　愛護委員街頭巡視活動　（夜間パトロール含む　各班委員　１人あたり概ね月２回）

回数（回）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

精道班 5 4 5 4 4 5 27

宮川班 7 4 5 9 5 8 38

山手班 7 6 7 8 6 10 44

岩園班 4 4 6 3 6 6 29

朝日ヶ丘 5 8 9 10 7 10 49

潮見班 5 2 5 5 6 6 29

打出浜班 2 2 3 7 3 7 24

浜風班 7 5 7 7 8 7 41

合計 42 35 47 53 45 59 281

延人数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

精道班 17 16 18 17 13 23 104

宮川班 46 36 48 78 33 76 317

山手班 43 28 42 37 23 54 227

岩園班 23 26 52 17 23 36 177

朝日ヶ丘 24 40 43 39 26 41 213

潮見班 34 14 28 21 29 31 157

打出浜班 16 18 27 35 22 52 170

浜風班 27 25 34 36 27 39 188

合計 230 203 292 280 196 352 1553

班集会延人数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

精道班 10 10 12 11 8 9 60

宮川班 14 16 19 18 20 19 106

山手班 12 13 16 16 11 17 85

岩園班 15 17 20 20 11 20 103

朝日ヶ丘 14 17 21 11 14 19 96

潮見班 16 18 18 18 16 17 103

打出浜班 14 17 14 13 12 14 84

浜風班 11 13 17 18 16 17 92

合計 106 121 137 125 108 132 729
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(3)　白ポスト定期回収（月１回）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

一般図書 20 67 65 50 51 71 71 395

有害図書 37 85 101 45 62 57 141 528

有害ＶＤ 16 30 45 5 13 34 148 291

計 73 182 211 100 126 162 360 1,214

(4)　書店，ビデオ店，コンビニ等訪問指導（随時）

　　　書店（一般書店9，コンビニ19），ビデオレンタル店(1)，カラオケボックス（2），

　　　インターネットカフェ等（2），玩具（刃物）取扱店（3），携帯ショップ等店(6）　計４２店

(5)　特別街頭補導

　　　祭り（打出天神，コミスク夏祭り，サマーカーニバル等）

３．　広報・啓発活動

４．　相談業務

　　＜実施方法＞

　　　・月曜日～金曜日（祝日を除く）　９：００～１７：３０

　　　・電話相談，来所相談（随時）　　相談件数（4～10月　18件）

　　　・相談受理者　　　青少年愛護センター職員

　　　・周知の方法　　　市お困りです課作成の芦屋市の相談窓口に掲載，市ホームページの青少年愛護

　　　　　　　　　　　　センターのコーナーに掲載

５．　関係機関，団体との協力・連携

・生徒指導連絡協議会･･･学校教育課・各校生徒指導担当者・適応教室（月１回）

・要保護児童対策地域協議会･･･保健福祉部こども課，芦屋市社会福祉協議会，民生児童委員（随時）

・教育相談連絡会･･･打出教育文化センター，適応教室，カウンセリングセンター，こども課（年２回）

・芦屋警察署・西宮少年サポートセンター（随時）

・阪神南県民局・阪神南青少年本部（随時）

設置箇所　JR芦屋駅南　／　阪神打出駅　／　ﾀﾞｲｴｰ芦屋浜店東　／　市役所北館駐車場

　　　　　JR芦屋駅北（2Ｆ）／阪急芦屋川北広場

　　　「愛護班ニュース」の発行　　月1回

　　　「愛護だより」の発行　　　　年８回

　　　「愛護だより～乳幼児編～」 　７月

　　　健全育成・非行防止等チラシ等配布，街頭巡視等（随時）

　　　ホームページの更新（毎月）
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